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埼玉県道路メンテナンス会議 規約 

 

（名 称） 

第１条  本会は、「埼玉県道路メンテナンス会議」（以下「会議」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条  会議は、道路法第２８条の２の規定に基づき設置するもので、埼玉県内の道路 

管理を効率的に行うため、各道路管理者が相互に連絡調整を行うことにより円滑な 

道路管理の促進を図ることを目的とする。 

 

（協議事項） 

第 3 条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について審議する。 

   （１）道路施設の維持管理等に係る意見調整・情報共有に関すること。 

（２）道路施設の点検、修繕計画等の把握/調整に関すること。 

（３）道路施設の損傷事例や技術基準等の共有に関すること。  

  （４）その他、道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項。 

 

（組 織） 

第４条 会議は、第２条の目的を達成するため、埼玉県内における高速自動車国道、一 

      般国道、県道及び市町村道の各道路管理者及び会議が必要と認めるもので組織する。 

２． 会議には、会長及び副会長を４名置くものとし、会長は国土交通省関東地方整備

局大宮国道事務所長、副会長は埼玉県県土整備部副部長、さいたま市建設局土木部長、

東日本高速道路株式会社関東支社所沢管理事務所長、首都高速道路株式会社東京西局

土木保全部長とする。 

３． 会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。 

４． 会議の構成は「別表－１」のとおりとする。 

   ただし、必要に応じ会長が指名するものの出席をもとめることができる。 

５． 会長は、個別課題等についての検討・調整をおこなうため「専門部会」を設置す

ることができるものとする。 

６． 会議には、高速自動車国道、一般国道、県道、市町村道の代表者からなる、幹事

会を置くものとし構成は「別表－２」のとおりとする。 

７． 会議には、道路構造物等の不具合発生時における技術的な助言、専門的な研究機

関等への技術相談窓口として、国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所に道路構造

保全室を置くものとする。 

 

（幹事会） 

第 5 条 幹事会は、会長の招集により開催するものとし、次の事項について調整する。 

  （１）会議の運営全般についての補助、会員相互の連絡調整 



 

  （２）会議における協議議題の調整 

  （３）規約の策定・改正・廃止等に係る調整 

  （４）その他、会議の運営に際し必要となる事項の調整 

 

（事務局） 

第 6 条  会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置くものとする。 

    ２．  事務局は、国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所計画課、管理第二課、埼 

        玉県県土整備部県土整備政策課、さいたま市建設局土木部道路環境課、東日本高速

道路株式会社関東支社所沢管理事務所、首都高速道路株式会社東京西局点検・補修

推進課に置く。 

 

（規約の改正） 

第 7 条  本規約の改正等は、本会議の審議・承認を得て行うことができる。 

 

（その他） 

第８条  本規約に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。 

 

 

（附則） 

本規約は、平成２６年５月２８日から施行する。 

改正   平成２７年６月３日 

   平成２７年８月２４日 

   平成２８年７月１日 

平成３０年８月２１日 

令和 元年５月２７日 

 



別表－１

所　　属 役　　職

会長 国土交通省関東地方整備局 大宮国道事務所長

副会長 埼玉県県土整備部 副部長

さいたま市建設局 土木部長

東日本高速道路株式会社関東支社 所沢管理事務所長

首都高速道路株式会社 東京西局　土木保全部長

会員 国土交通省関東地方整備局 北首都国道事務所長

東日本高速道路株式会社関東支社 加須管理事務所長

東日本高速道路株式会社関東支社 三郷管理事務所長

首都高速道路株式会社 東京東局　土木保全部長

埼玉県 県土整備政策課政策幹

埼玉県 道路街路課長

埼玉県 道路環境課長

埼玉県道路公社 事務局長

さいたま市 道路環境課長

川越市 建設部長

熊谷市 建設部長

川口市 建設部長

行田市 建設部長

秩父市 地域整備部長

所沢市 建設部長

飯能市 建設部長

加須市 建設部長

本庄市 都市整備部長

東松山市 建設部長

春日部市 建設部長

狭山市 都市建設部長

羽生市 まちづくり部長

鴻巣市 建設部長

深谷市 都市整備部長

上尾市 都市整備部長

草加市 建設部長

越谷市 建設部長

蕨市 都市整備部長

戸田市 都市整備部長

入間市 都市整備部長

朝霞市 都市建設部長

志木市 都市整備部長

和光市 建設部長

新座市 都市整備部長

桶川市 都市整備部長

久喜市 建設部長

北本市 都市整備部長

八潮市 建設部長

埼玉県道路メンテナンス会議　名簿



別表－１

所　　属 役　　職

会員 富士見市 建設部長

三郷市 建設部長

蓮田市 都市整備部長

坂戸市 都市整備部長

幸手市 建設経済部長

鶴ヶ島市 都市整備部長

日高市 都市整備部長

吉川市 都市整備部長

ふじみ野市 都市政策部長

白岡市 都市整備部長

伊奈町 土木課長

三芳町 道路交通課長

毛呂山町 まちづくり整備課長

越生町 まちづくり整備課長

滑川町 建設課長

嵐山町 まちづくり整備課長

小川町 建設課長

川島町 まち整備課長

吉見町 まち整備課長

鳩山町 まちづくり推進課長

ときがわ町 建設環境課長

横瀬町 建設課長

皆野町 建設課長

長瀞町 建設課長

小鹿野町 建設課長

東秩父村 産業建設課長

美里町 建設水道課長

神川町 建設課長

上里町 まち整備課長

寄居町 建設課長

宮代町 まちづくり建設課長

杉戸町 都市施設整備課長

松伏町 まちづくり整備課長

国土交通省関東地方整備局　道路部 道路保全企画官

国土交通省関東地方整備局　道路部 地域道路課長

国土交通省関東地方整備局 関東技術事務所長

国土交通省関東地方整備局 関東道路メンテナンスセンター長

さいたま市建設局土木部　道路環境課

事務局

埼玉県道路メンテナンス会議　名簿

国土交通省関東地方整備局　大宮国道事務所　計画課・管理第二課

埼玉県県土整備部　県土整備政策課

東日本高速道路株式会社関東支社　所沢管理事務所

首都高速道路株式会社　東京西局　点検・補修推進課

オブザーバー



別表－２

所　　属 役　　職

幹事長 国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所 副所長

副幹事長 埼玉県県土整備部県土整備政策課 副課長

幹事 国土交通省関東地方整備局北首都国道事務所 副所長

東日本高速道路株式会社関東支社所沢管理事務所 副所長

首都高速道路株式会社　東京西局　点検・補修推進課 課長

首都高速道路株式会社　東京東局　保全管理課 担当課長

埼玉県県土整備部道路街路課 副課長

埼玉県県土整備部道路環境課 副課長

さいたま市建設局土木部道路環境課 課長補佐

川越市建設部道路街路課 課長

熊谷市建設部維持課 課長

川口市建設部道路建設課 課長

行田市建設部道路治水課 課長

秩父市地域整備部道路維持課 課長

飯能市建設部道路公園課 課長

本庄市都市整備部建設課 課長

東松山市建設部道路維持課 課長

越谷市建設部道路建設課 課長

朝霞市都市建設部道路整備課 課長

久喜市建設部道路河川課 課長

北本市都市整備部道路課 課長

小鹿野町建設課 課長

寄居町建設課 課長

杉戸町都市施設整備課 課長

埼玉県さいたま市建設局土木部　道路環境課

埼玉県道路メンテナンス会議　幹事会名簿

国土交通省関東地方整備局　大宮国道事務所　計画課・管理第二課

事務局

埼玉県県土整備部県土整備政策課

東日本高速道路株式会社関東支社　所沢管理事務所

首都高速道路株式会社　東京西局　点検・補修推進課
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埼⽟県の維持管理に関する特徴

埼⽟県は、道路延⻑が全国4位(48,380km)、道路密度は全国1位(12.7km/km2)と道
路延⻑が⻑い。
橋梁数は、全国12位(18,598橋)であり、⽐較的多い。
橋⻑5m未満の橋梁割合は全国5位、横断歩道橋は全国6位と多い。

■都道府県管理と市区町村管理を対象とした道路施設の現況

道路延⻑ 橋梁数と橋⻑5m未満の橋梁割合

道路密度 横断歩道橋数

4位:48,380km

(橋梁数) 12位：18,598橋
( 5m未満の橋梁割合) 5位:51％

1位:12.7km/km2

6位:497橋

※道路密度 道路延⻑/総面積

出典 道路統計調査2017年度

出典 道路延⻑ 道路統計調査2017年度 面積 国勢調査

出典 道路メンテナンス年報(H26 H30)

出典 道路メンテナンス年報(H26 H30)
※道路延⻑・施設数は、都道府県管理と市区町村管理を対象

5



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

北
海

道

青
森

県

岩
手

県

宮
城

県

秋
田

県

山
形

県

福
島

県

茨
城

県

栃
木

県

群
馬

県

埼
玉

県

千
葉

県

東
京

都

神
奈

川
県

新
潟

県

富
山

県

石
川

県

福
井

県

山
梨

県

長
野

県

岐
阜

県

静
岡

県

愛
知

県

三
重

県

滋
賀

県

京
都

府

大
阪

府

兵
庫

県

奈
良

県

和
歌

山
県

鳥
取

県

島
根

県

岡
山

県

広
島

県

山
口

県

徳
島

県

香
川

県

愛
媛

県

高
知

県

福
岡

県

佐
賀

県

長
崎

県

熊
本

県

大
分

県

宮
崎

県

鹿
児

島
県

沖
縄

県

(％
)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

北
海

道

青
森

県

岩
手

県

宮
城

県

秋
田

県

山
形

県

福
島

県

茨
城

県

栃
木

県

群
馬

県

埼
玉

県

千
葉

県

東
京

都

神
奈

川
県

新
潟

県

富
山

県

石
川

県

福
井

県

山
梨

県

長
野

県

岐
阜

県

静
岡

県

愛
知

県

三
重

県

滋
賀

県

京
都

府

大
阪

府

兵
庫

県

奈
良

県

和
歌

山
県

鳥
取

県

島
根

県

岡
山

県

広
島

県

山
口

県

徳
島

県

香
川

県

愛
媛

県

高
知

県

福
岡

県

佐
賀

県

長
崎

県

熊
本

県

大
分

県

宮
崎

県

鹿
児

島
県

沖
縄

県

(％
)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

北
海

道

青
森

県

岩
手

県

宮
城

県

秋
田

県

山
形

県

福
島

県

茨
城

県

栃
木

県

群
馬

県

埼
玉

県

千
葉

県

東
京

都

神
奈

川
県

新
潟

県

富
山

県

石
川

県

福
井

県

山
梨

県

長
野

県

岐
阜

県

静
岡

県

愛
知

県

三
重

県

滋
賀

県

京
都

府

大
阪

府

兵
庫

県

奈
良

県

和
歌

山
県

鳥
取

県

島
根

県

岡
山

県

広
島

県

山
口

県

徳
島

県

香
川

県

愛
媛

県

高
知

県

福
岡

県

佐
賀

県

長
崎

県

熊
本

県

大
分

県

宮
崎

県

鹿
児

島
県

沖
縄

県

(％
)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

埼⽟県の橋梁の維持管理に関する特徴

⽼朽化割合(建設経過年数51年以上と建設年次不明な橋梁の占める割合)は60％である。
対策が必要な健全性Ⅱ Ⅳの橋梁割合は、52％である。
橋梁の措置の着⼿率は9%(40位)と低い。

■都道府県管理と市区町村管理を対象とした橋梁の維持管理上の特徴

措置の着⼿率(橋梁)
9%:40位

埼⽟県の健全性割合(橋梁)
出典 道路メンテナンス年報(H26 H30)

⽼朽化割合(建設経過年数51年以上と建設年次不明な橋梁の占める割合)

健全性(橋梁)

12位:60%

※橋梁は、都道府県管理と市区町村管理を対象

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

8,949 

48.1%

0.1%

8,402 

45.2%

6.6%

52%

対策が必要な健全性Ⅱ Ⅳの橋梁割合

1,223 

6.6%

24 

0.1%

6



埼玉県版道路メンテナンス年報

埼玉県道路メンテナンス会議

令和２年1月

7

資料１－３



目次

･････････････････････････････ 9１．埼玉県版道路メンテナンス年報について

（１）概要

（２）橋梁・トンネル・道路附属物等について

････ 10２．橋梁・トンネル・道路附属物等の１巡目(平成26～30年度)の

点検結果

（１）橋梁・トンネル・道路附属物等

１）全道路管理者

２）埼玉県

（２）緊急輸送道路及び跨線橋等

３．修繕・措置の状況 ･････････････････････････････････････････････････････ 19

（１）判定区分Ⅲ、Ⅳの施設の修繕実施状況（１巡目点検施設）

････････････････････････････････････････････････ 25４．橋梁・トンネルの現状

（１）橋梁の現状

（２）トンネルの現状

8



１．埼玉県版道路メンテナンス年報について

（２）橋梁・トンネル・道路附属物等

※

について

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等

○ 国土交通省では、国民・道路利用者の皆様に道路インフラの現状及び老朽化

対策についてご理解頂くため、点検の実施状況や結果等を「道路メンテナンス

年報」としてとりまとめています。

○ 埼玉県道路メンテナンス会議では、 「道路メンテナンス年報」から埼玉県の点

検実施状況や結果等を抜粋し、 「埼玉県版道路メンテナンス年報」として全国の

点検実施状況や結果等と対比できるように集計しました。

全ての道路管理者は、平成 25 年の道路法改正等を受け、平成 26 年 7 月より 5 年

に 1回の頻度で近接目視による点検を実施しています。

平成２６年度から３０年度までの１巡目の点検結果等について、平成31年3月31日

までのデータを集計しとりまとめました。

次ページ以降に表示している判定区分は、平成２６年度の定期点検要領の改正を

受け、以下の 4 段階に区分に対してとりまとめたものです。

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を

講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき

状態。

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、

緊急に措置を講ずべき状態。

（１）概要
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２．橋梁・トンネル・道路附属物等の１巡目(平成26～30年度)の点検結果

橋梁、トンネル等の点検実施状況

（１）橋梁・トンネル・道路附属物等（全道路管理者）

○ １巡目（平成26～30 年度）の点検は概ね完了し、点検実施率は、橋梁 99.9％、トンネル

100％、道路附属物等 98.4％となりました。

橋梁

トンネル

道路附属物等

○ １巡目（平成26～30年度）の点検実施率（全道路管理者合計）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

管理施設数 うち点検対象
施設数※１

点検実施数 点検実施率
※２

全国 722,942 717,391 716,557 99.9%
埼玉県 19,966 19,748 19,740 99.9%
全国 11,215 10,718 10,662 99.5%

埼玉県 110 80 80 100%
全国 41,149 39,873 39,750 99.7%

埼玉県 1,630 1,575 1,550 98.4%

橋梁

トンネル

道路附属物等

※1：平成 31年 3 月末時点での施設数のうち、供用後 5 年以内などを除いた施設

※2：点検対象施設を分母とした点検実施施設の割合

H31.1時点

9%
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13%

8%

15%

33%

19%

11%

16%

1%

21%

17%

27%

22%

18%

0%

21%

15%

27%

28%

24%

39%

20%

12%

18%

22%

27%

53%

22%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国
(717,391)

埼玉県
(19,748)

全国
(10,718)

埼玉県
(80)

全国
(39,873)

埼玉県
(1,575)

99.9%

99.5%

99.7%

99.9%

100%

98.4%
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47%

10%
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41%

35%
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0.1%

1%

3%

0.1%

0.1%
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全国

(716,466)

埼玉県

(19,738)

全国

(10,645)

埼玉県

(68)

全国

(39,678)

埼玉県

(1,550)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

橋梁、トンネル等の判定区分状況

○ 判定区分の割合は、橋梁：Ⅰ 47%、Ⅱ 47%、Ⅲ 6%、Ⅳ 0.1%、トンネル：Ⅰ 0%、Ⅱ62%、Ⅲ 35%、

Ⅳ 3%、道路附属物等：Ⅰ 40%、Ⅱ 47%、Ⅲ 13%、Ⅳ 0.1%です。

○ １巡目（平成26～30年度）の判定区分の割合（全道路管理者合計）

橋梁

トンネル

道路附属物等

※（ ）内は、平成30年度末時点管理施設のうち点検の対象となる

施設数（平成30年度末時点で診断中の施設を除く）

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

※判定区分の割合は四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある（次頁以降も同

様）。
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15%
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33%

0%

42%

30%

13%

25%

6%

8%

9%

0.3%
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0.1%
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0.1%

33%

0%

0%

0%

0.2%

0.4%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

橋梁

H26 (3,223)

H27 (2,145)

H28 (4,439)

H29 (5,542)

H30 (4,389)

トンネル

H26     (6)

H27     (1)

H28     (0)

H29   (31)

H30   (30)

道路附属物等

H26 (512)

H27 (263)

H28 (232)

H29 (191)

H30 (352)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

橋梁、トンネル等の点検年度別判定区分状況

※（ ）内は、平成30年度末時点管理施設のうち点検の対象となる

施設数（平成30年度末時点で診断中の施設を除く）

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

○ 橋梁･トンネル･道路附属物等の判定区分の割合（各年度、全道路管理者合計）

全国

埼玉県

橋梁橋梁橋梁橋梁

Ｈ２６ （３，２２３）Ｈ２６ （３，２２３）Ｈ２６ （３，２２３）Ｈ２６ （３，２２３）

Ｈ２７ （２，１４５）Ｈ２７ （２，１４５）Ｈ２７ （２，１４５）Ｈ２７ （２，１４５）

Ｈ２８ （４，４３９）Ｈ２８ （４，４３９）Ｈ２８ （４，４３９）Ｈ２８ （４，４３９）

Ｈ２９ （５，５４２）Ｈ２９ （５，５４２）Ｈ２９ （５，５４２）Ｈ２９ （５，５４２）

Ｈ３０ （４，３８９）Ｈ３０ （４，３８９）Ｈ３０ （４，３８９）Ｈ３０ （４，３８９）

トンネルトンネルトンネルトンネル

Ｈ２６ （６）Ｈ２６ （６）Ｈ２６ （６）Ｈ２６ （６）

Ｈ２７ （１）Ｈ２７ （１）Ｈ２７ （１）Ｈ２７ （１）

Ｈ２８ （０）Ｈ２８ （０）Ｈ２８ （０）Ｈ２８ （０）

Ｈ２９ （３１）Ｈ２９ （３１）Ｈ２９ （３１）Ｈ２９ （３１）

Ｈ３０ （３０）Ｈ３０ （３０）Ｈ３０ （３０）Ｈ３０ （３０）

道路附属物等道路附属物等道路附属物等道路附属物等

Ｈ２６ （５１２）Ｈ２６ （５１２）Ｈ２６ （５１２）Ｈ２６ （５１２）

Ｈ２７ （２６３）Ｈ２７ （２６３）Ｈ２７ （２６３）Ｈ２７ （２６３）

Ｈ２８ （２３２）Ｈ２８ （２３２）Ｈ２８ （２３２）Ｈ２８ （２３２）

Ｈ２９ （１９１）Ｈ２９ （１９１）Ｈ２９ （１９１）Ｈ２９ （１９１）

Ｈ３０ （３５２）Ｈ３０ （３５２）Ｈ３０ （３５２）Ｈ３０ （３５２）
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47%

(9,274)

47%

(9,185 )

6%

(1,259 )

0.1%

(20)

H26～H30年度

橋梁

19,738橋

橋梁、トンネル等の建設経過年数別判定区分状況

全国

埼玉県

○ 判定区分と建設経過年数（橋梁）○ 判定区分（橋梁）

橋梁

※（ ）内は、平成30年度末時点管理施設のうち点検の対象となる

施設数（平成30年度末時点で診断中の施設を除く）

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。
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橋梁、トンネル等の建設経過年数別判定区分状況

全国

埼玉県

○ 判定区分（トンネル）

0%

(0 )

62%

(42 )

35%

(24 )

3%

(2 )

H26 H30年度
トンネル

68箇所

○判定区分と建設経過年数（トンネル）

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

23 

4 

1 

1 

3 

42 

0 

2 

4 

5 

2 

8 

3 

24 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10年

11 20年

21 30年

31 40年

41 50年

51

不明

合計

トンネル

※（ ）内は、平成30年度末時点管理施設のうち点検の対象となる

施設数（平成30年度末時点で診断中の施設を除く）

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。
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40%

(624 )

47%

(728 )

13%

(196 )

0.1%

(2 )

H26 H30年度
道路附属物等

1,550施設

66 

122 

241 

93 

70 

15 

17 

624 

37 

66 

182 

131 

178 

60 

74 

728 

1 

16 

19 

27 

71 

27 

35 

196 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10年

11 20年

21 30年

31 40年

41 50年

51

不明

合計

橋梁、トンネル等の建設経過年数別判定区分状況

○判定区分（道路附属物等）
○判定区分と建設経過年数（道路附属物等）

全国

埼玉県

道路附属物等

（シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、横断歩道橋_跨線橋、門型標識等）

※（ ）内は、平成30年度末時点管理施設のうち点検の対象となる

施設数（平成30年度末時点で診断中の施設を除く）

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。
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15%

11%

11%

13%

14%

36%

9%

16%

20%

6%

18%

13%

24%

7%

19%

11%

23%

32%

23%

21%

25%

23%

27%

22%

21%

23%

24%

21%

19%

15%

27%

28%

21%

29%

24%

30%

18%

19%

18%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国
(14,688)

埼玉県
(392)

全国
(9,195)

埼玉県
(264)

全国
(121,344)

埼玉県
(2,407)

全国
(717,391)

埼玉県
(19,748)

99.9%

96.6%

99.9%

100%

100%

99.9%

99.7%

99.9%

緊急輸送道路及び跨線橋等の点検実施状況

（２）緊急輸送道路及び跨線橋等（全道路管理者）

○ １巡目（平成26～30 年度）の点検は概ね完了し、点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋

100％、跨線橋96.6％、緊急輸送道路を構成する橋梁 100％となりました。

○ １巡目（平成26～30年度）の点検実施率（全道路管理者合計）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

※1：平成 31年 3 月末時点での施設数のうち、供用後 5 年以内などを除いた施設

※2：点検対象施設を分母とした点検実施施設の割合

H31.1時点

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁

（参考）全橋梁

管理施設数
うち点検対象

施設数
点検実施数 点検実施率

全国 15,239 14,688 14,677 99.9%
埼玉県 416 392 392 100%
全国 9,423 9,195 9,165 99.7%

埼玉県 274 264 255 96.6%
全国 123,638 121,344 121,270 99.9%

埼玉県 2,495 2,407 2,407 100%
全国 722,942 717,391 716,557 99.9%

埼玉県 19,966 19,748 19,740 99.9%

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

跨線橋

（参考）全橋梁

緊急輸送道路を
構成する橋梁
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実施橋梁数※
判定区分 Ⅰ

（健全）
判定区分 Ⅱ

（予防保全段階）
判定区分 Ⅲ

（早期措置段階）
判定区分 Ⅳ

（緊急措置段階）

全国 14,674
21%

(3,148)
66%

(9,628)
13%

(1,898)
0%
(0)

埼玉県 392
14%
(55)

76%
(297)

10%
(40)

0%
(0)

全国 9,161
19%

(1,708)
59%

(5,386)
23%

(2,062)
0.1%
(5)

埼玉県 255
19%
(49)

67%
(170)

14%
(36)

0%
(0)

全国 121,259
35%

(42,299)
54%

(65,352)
11%

(13,600)
0.007%

(8)

埼玉県 2,407
32%
(779)

58%
(1,387)

10%
(239)

0.1%
(2)

全国 716,466 41%
(296,909)

49%
(350,909)

10%
(68,369)

0.1%
(682)

埼玉県 19,738 47%
(9,274)

47%
(9,185)

6%
(1,259)

0.1%
(20)

判定区分

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を
構成する橋梁

（参考）全橋梁

点検対象
施設数

点検実施率
点検実施数

点検対象
施設数

点検実施率
点検実施数

点検対象
施設数

点検実施率
点検実施数

全国 2,075
99.95%
(2,074)

1,669
100%

(1,669)
30,961

99.997%
(30,960)

埼玉県 44
100%
(44)

27
100%
(27)

447
100%
(447)

全国 5,034
100%

(5,034)
1,044

100%
(1,044)

23,060
100%

(23,060)

埼玉県 159
100%
(159)

30
100%
(30)

675
100%
(675)

全国 3,248
99.8%
(3,241)

3,417
99.9%
(3,412)

64,023
99.9%

(63,963)

埼玉県 48
100%
(48)

104
100%
(104)

1089
100%

(1,089)

全国 4,331
99.9%
(4,328)

3,065
99.2%
(3,040)

3,300
99.6%
(3,287)

埼玉県 141
100%
(141)

103
91.3%
(94)

196
100%
(196)

全国 14,688
99.9%

(14,677)
9,195

99.7%
(9,165)

121,344
99.9%

(121,270)

埼玉県 392
100%
(392)

264
96.6%
(255)

2,407
100%

(2,407)

国土交通省

高速道路会社

都道府県・
政令市等

市町村

合計

管理者

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

跨線橋
緊急輸送道路を
構成する橋梁

緊急輸送道路及び跨線橋等の点検実施状況、判定区分状況

○ 緊急輸送道路及び跨線橋等の点検実施状況

H31.1時点

H31.1時点

○ 緊急輸送道路及び跨線橋等の点検結果《上段：判定区分割合 下段：橋梁数》

※点検を実施した施設のうち、平成30年度末時点で診断中の施設を除く
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21%

14%

12%

19%

35%

32%

41%

47%

66%

76%

59%

67%

54%

58%

49%

47%

13%

10%

23%

14%

11%

10%

10%

6%

0%

0%

0.1%

0%

0.01%

0.1%

0.1%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国 (14,674)

埼玉県 (392)

全国 (9,161)

埼玉県 (255)

全国 (121,259)

埼玉県 (2,407)

全国 (716,466)

埼玉県 (19,738)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

○ 判定区分の割合は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋：Ⅰ 14%、Ⅱ 76%、Ⅲ 10%、Ⅳ 0%、

跨線橋：Ⅰ 19%、Ⅱ67%、Ⅲ 14%、Ⅳ 0%、

緊急輸送道路を構成する橋梁：Ⅰ 32%、Ⅱ 58%、Ⅲ 10%、Ⅳ 0.1%です。

緊急輸送道路及び跨線橋等の判定区分状況

※判定区分の割合は四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある（次頁以降も同

様）。

○ １巡目（平成26～30年度）の判定区分の割合（全道路管理者合計）

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁

（参考）全橋梁

※（ ）内は、平成30年度末時点管理施設のうち点検の対象となる

施設数（平成30年度末時点で診断中の施設を除く）

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。
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３．修繕・措置の状況

措置の状況（判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁）

管理者

うち完了（C）

3,427
1,811
(53%)

617
(18%)

1,616
(47%)

2,647
846

(32%)
457

(17%)
1,801
(68%)

地方

公共団体

62,977
12,700
(20%)

7,430
(12%)

50,277
(80%)

都道府県

政令市等

20,586
4,889
(24%)

2,684
(13%)

15,697
(76%)

市区町村 42,391
7,811
(18%)

4,746
(11%)

34,580
(82%)

合計 69,051 15,357(22%) 8,504(12%) 53,694(78%)

36%

24%

橋梁

(69,051)

トンネル

(4,416)

道路附属物等

(6,062)

事後保全型（判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕）

（H26～H30)

12% 22%

22%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定

区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕（設計含む）に着

手（又は工事が完成）した割合（H30年度末時点)

修繕完了済 修繕着手済

62%

28%

13%

78%

49%

41%

25%

34%

35%

26%

16%

35%

26%

20%

5%

27%

16%

11%

4%

9%

2%

25%

21%

13%

5%

3%
9%

55%

31%

15%

10%

4%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

39%
92%

27% 77%

12%

7%

8%

35%

29%

22%

26%

18%

12%

4%

11%

2%
6%

H26

H27

H28

H29

H30

：Ｈ３０末時点で次回点検までの修繕実施を考慮した

場合に想定されるペース

Ｈ２６点検実施施設（４年経過）：８０％

Ｈ２７点検実施施設（３年経過）：６０％

Ｈ２８点検実施施設（２年経過）：４０％

Ｈ２９点検実施施設（１年経過）：２０％

Ｈ３０点検実施施設（０年経過）： ０％

修繕着手率（B/A）、完了率(C/A)修繕未着手

施設数

修繕が必要な 修繕着手済み

施設数（Ａ） 施設数（Ｂ）
点検年度

国土交通省

高速道路

会社

○ 全国の橋梁において、次回点検までに措置を講ずべき橋梁（判定区分Ⅲ・Ⅳ）のうち修繕に着手した割合は、国土交通省

管理で５３％、地方公共団体管理で２０％。また修繕が完了した割合は、国土交通省管理で１８％、地方公共団体管理 で

１２％。（修繕未着手は、国土交通省管理で約０．２万橋、地方公共団体管理で約５．０万橋）

○ 地方公共団体が管理する橋梁について、Ｈ３０末時点の点検結果を踏まえた措置の状況は、想定しているペース（判定区

分Ⅲであれば次回点検の５年以内に修繕を実施）に比べて遅れている。

判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁における修繕着手・完了率

H26

H27

H28

H29

H30

H26

H27

H28

H29

H30

H26

H27

H28

H29

H30

H26

H27

H28

H29

H30

管理者

うち完了（C）

29
9

(31%)
3

(10%)
20

(69%)

15
15

(100%)
0

(0%)
0

(0%)

地方

公共団体

1,235
90

(7%)
68

(6%)
1,145
(93%)

都道府県

政令市等

528
37

(7%)
37

(7%)
491

(93%)

市区町村 707
53

(8%)
31

(4%)
654

(93%)

合計 1,279 114(9%) 71(6%) 1,166(91%)

25%

橋梁

(1,278)

トンネル

(26)

道路附属物等

(198)

事後保全型（判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕）

（H26～H30)

6%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定

区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕（設計含む）に着

手（又は工事が完成）した割合（H30年度末時点)

修繕完了済 修繕着手済

100%

0%

0%

8%

14%

2%

15%

4%

5%

3%

1%

8%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

11%

9%

6%

4%

1%

H26

H27

H28

H29

H30

：Ｈ３０末時点で次回点検までの修繕実施を考慮した

場合に想定されるペース

Ｈ２６点検実施施設（４年経過）：８０％

Ｈ２７点検実施施設（３年経過）：６０％

Ｈ２８点検実施施設（２年経過）：４０％

Ｈ２９点検実施施設（１年経過）：２０％

Ｈ３０点検実施施設（０年経過）： ０％

修繕着手率（B/A）、完了率(C/A)修繕未着手

施設数

修繕が必要な 修繕着手済み

施設数（Ａ） 施設数（Ｂ）
点検年度

国土交通省

高速道路

会社

○ 埼玉県の橋梁において、次回点検までに措置を講ずべき橋梁（判定区分Ⅲ・Ⅳ）のうち修繕に着手した割合は、国土交通省

管理で３１％、地方公共団体管理で７％。また修繕が完了した割合は、国土交通省管理で１０％、地方公共団体管理で６％

。（修繕未着手は、国土交通省管理で２０橋、地方公共団体管理で１，１４５橋）

○ 地方公共団体が管理する橋梁について、Ｈ３０末時点の点検結果を踏まえた措置の状況は、想定しているペース（判定区

分Ⅲであれば次回点検の５年以内に修繕を実施）に比べて遅れている。

判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁における修繕着手・完了率

H26

H27

H28

H29

H30

H26

H27

H28

H29

H30

H26

H27

H28

H29

H30

H26

H27

H28

H29

H30

0%

4%

16%

100%

100%

100%

100%

3%

4%

9%

0% 12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50%
83%
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措置の状況（判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネル）

判定区分Ⅲ・Ⅳのトンネルにおける修繕着手・完了率

○ 全国のトンネルにおいて、次回点検までに措置を講ずべきトンネル（判定区分Ⅲ・Ⅳ）のうち修繕に着手した割合は、国土

交通省管理で６４％、地方公共団体管理で２４％。また修繕が完了した割合は、国土交通省管理で３７％、地方公共団 体

管理で１３％。（修繕未着手は、国土交通省管理で１８６施設、地方公共団体管理で２，４２９施設）

○ 地方公共団体が管理するトンネルについて、Ｈ３０末時点の点検結果を踏まえた措置の状況は、想定しているペース（判定

区分Ⅲであれば次回点検の５年以内に修繕を実施）に比べて遅れている。

管理者

修繕未着手

施設数
うち完了（C）

国土交通省 521
335

(64%)
194

(37%)
186

(36%)

高速道路会社 692
495

(72%)
350

(51%)
197

(28%)

地方公共団体 3,203
774

(24%)
429

(13%)
2,429
(76%)

都道府県

政令市等

2,346
620

(26%)
341

(15%)
1,726
(74%)

市区町村 857
154

(18%)
88

(10%)
703

(82%)

合計 4,416 1,604(36%) 973(22%) 2,812(64%)

修繕が必要な 修繕着手済み

施設数（Ａ） 施設数（Ｂ）

H26
H27
H28
H29
H30

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（H30年度末時点)

：H30末時点で次回点検までの修繕実施を考慮した場合に想定されるペース

H26点検実施施設（4年経過）：80％、 H27点検実施施設（3年経過）：60％、H28点検実施施設（2年経過）：40％、H29点検実施施設（1年経過）：20％、H30点検実施施設（0年経過）：0％

点検年度

H26
H27
H28
H29
H30

H26
H27
H28
H29
H30
H26
H27
H28
H29  
H30

H26
H27
H28
H29
H30

修繕完了済 修繕着手済

修繕着手率（B/A）、完了率(C/A)

85%

82%

69%

30%

25%

0% 80% 100%20% 40% 60%

73%

51%

24%

6%

4%

35%

45%

39%

15%

9%

29%

31%

17%

6%

3%

41%

33%

31%

15%

29%

19%

13%

7%

4%
8%

88%
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55%

13%

3%
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46%

40%

15%

10%

30%

32%

17%

6%

2%

判定区分Ⅲ・Ⅳのトンネルにおける修繕着手・完了率

○ 埼玉県のトンネルにおいて、次回点検までに措置を講ずべきトンネル（判定区分Ⅲ・Ⅳ）のうち修繕に着手した割合は、国

土 交通省管理は該当施設なし、地方公共団体管理で０％。また修繕が完了した割合は、国土交通省管理は該当施設なし

、地方公共団体管理で０％。（修繕未着手は、国土交通省管理で０施設、地方公共団体管理で２３施設）

○ 地方公共団体が管理するトンネルについて、Ｈ３０末時点の点検結果を踏まえた措置の状況は、想定しているペース（判定

区分Ⅲであれば次回点検の５年以内に修繕を実施）に比べて遅れている。

管理者

修繕未着手

施設数
うち完了（C）

国土交通省 0
0

(0%)
0

(0%)
0

(0%)

高速道路会社 3
3

(100%)
0

(0%)
0

(0%)

地方公共団体 23
0

(0%)
0

(0%)
23

(100%)

都道府県

政令市等

20
0

(0%)
0

(0%)
20

(100%)

市区町村 3
0

(0%)
0

(0%)
3

(100%)

合計 26 3(12%) 0(0%) 23(89%)

修繕が必要な 修繕着手済み

施設数（Ａ） 施設数（Ｂ）

H26
H27
H28
H29
H30

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（H30年度末時点)

：H30末時点で次回点検までの修繕実施を考慮した場合に想定されるペース

H26点検実施施設（4年経過）：80％、 H27点検実施施設（3年経過）：60％、H28点検実施施設（2年経過）：40％、H29点検実施施設（1年経過）：20％、H30点検実施施設（0年経過）：0％

点検年度

H26
H27
H28
H29
H30

H26
H27
H28
H29
H30
H26
H27
H28
H29  
H30

H26
H27
H28
H29
H30

修繕完了済 修繕着手済

修繕着手率（B/A）、完了率(C/A)
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措置の状況（判定区分Ⅲ、Ⅳの道路附属物等）

判定区分Ⅲ・Ⅳの道路附属物等における修繕着手・完了率

○ 全国の道路附属物等において、次回点検までに措置を講ずべき道路附属物等（判定区分Ⅲ・Ⅳ）のうち修繕に着手した割

合は、国土交通省管理で２７％、地方公共団体管理で１８％。また修繕が完了した割合は、国土交通省管理で６％、地方

公共団 体管理で１１％。（修繕未着手は、国土交通省管理で１２１８施設、地方公共団体管理で３，２５３施設）

○ 地方公共団体が管理する道路附属物等について、Ｈ３０末時点の点検結果を踏まえた措置の状況は、想定しているペース

（判定区分Ⅲであれば次回点検の５年以内に修繕を実施）に比べて遅れている。

管理者

修繕未着手

施設数
うち完了（C）

国土交通省 1,672
454

(27%)
96

(6%)
1218
(73%)

高速道路会社 411
252

(61%)
183

(45%)
159

(39%)

地方公共団体 3,979
726

(18%)
436

(11%)
3,253
(82%)

都道府県

政令市等

3,278
583

(18%)
335

(10%)
2,695
(82%)

市区町村 701
143

(20%)
101

(14%)
558

(80%)

合計 6,062 1,432(24%) 715(12%) 4,630(76%)

修繕が必要な 修繕着手済み

施設数（Ａ） 施設数（Ｂ）

H26
H27
H28
H29
H30

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（H30年度末時点)

：H30末時点で次回点検までの修繕実施を考慮した場合に想定されるペース

H26点検実施施設（4年経過）：80％、 H27点検実施施設（3年経過）：60％、H28点検実施施設（2年経過）：40％、H29点検実施施設（1年経過）：20％、H30点検実施施設（0年経過）：0％

点検年度

H26
H27
H28
H29
H30

H26
H27
H28
H29
H30
H26
H27
H28
H29  
H30

H26
H27
H28
H29
H30

修繕完了済 修繕着手済

修繕着手率（B/A）、完了率(C/A)
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判定区分Ⅲ・Ⅳの道路附属物等における修繕着手・完了率

○ 埼玉県の道路附属物等において、次回点検までに措置を講ずべき道路附属物等（判定区分Ⅲ・Ⅳ）のうち修繕に着手した

割合は、国土交通省管理で４９％、地方公共団体管理で１％。また修繕が完了した割合は、国土交通省管理で１％、地方

公共団 体管理で１％。（修繕未着手は、国土交通省管理で４５施設、地方公共団体管理で１０４施設）

○ 地方公共団体が管理する道路附属物等について、Ｈ３０末時点の点検結果を踏まえた措置の状況は、想定しているペース

（判定区分Ⅲであれば次回点検の５年以内に修繕を実施）に比べて遅れている。

管理者

修繕未着手

施設数
うち完了（C）

国土交通省 88
43

(49%)
1

(1%)
45

(51%)

高速道路会社 5
5

(100%)
0

(0%)
0

(0%)

地方公共団体 105
1

(1%)
1

(1%)
104
(99%)

都道府県

政令市等

83
0

(0%)
0

(0%)
83

(100%)

市区町村 22
1

(5%)
1

(5%)
21

(96%)

合計 198 49(25%) 2(1%) 149(75%)

修繕が必要な 修繕着手済み

施設数（Ａ） 施設数（Ｂ）

H26
H27
H28
H29
H30

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（H30年度末時点)

：H30末時点で次回点検までの修繕実施を考慮した場合に想定されるペース

H26点検実施施設（4年経過）：80％、 H27点検実施施設（3年経過）：60％、H28点検実施施設（2年経過）：40％、H29点検実施施設（1年経過）：20％、H30点検実施施設（0年経過）：0％

点検年度

H26
H27
H28
H29
H30

H26
H27
H28
H29
H30
H26
H27
H28
H29  
H30

H26
H27
H28
H29
H30

修繕完了済 修繕着手済

修繕着手率（B/A）、完了率(C/A)
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措置の状況（判定区分Ⅲ、Ⅳの緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋）

判定区分Ⅲ・Ⅳの緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋における修繕着手・完了率

○ 全国の緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋において、次回点検までに措置を講ずべき跨道橋（判定区分Ⅲ・Ⅳ）のうち修繕に着

手した割合は、国土交通省管理で４６％、地方公共団体管理で３０％。また修繕が完了した割合は、国土交通省管理で

１４％、地方公共団体管理で１７％。（修繕未着手は、国土交通省管理で１１５橋、地方公共団体管理で６７８橋）

○ 地方公共団体が管理する緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋について、Ｈ３０末時点の点検結果を踏まえた措置の状況は、想定

しているペース（判定区分Ⅲであれば次回点検の５年以内に修繕を実施）に比べて遅れている。

管理者

修繕未着手

施設数
うち完了（C）

国土交通省 212
97

(46%)
29

(14%)
115

(54%)

高速道路会社 722
250

(35%)
145

(20%)
472

(65%)

地方公共団体 964
286

(30%)
161

(17%)
678

(70%)

都道府県

政令市等

393
116

(30%)
65

(17%)
277

(70%)

市区町村 571
170

(30%)
96

(17%)
401

(70%)

合計 1,898 633(33%) 335(18%) 1,265(67%)

修繕が必要な 修繕着手済み

施設数（Ａ） 施設数（Ｂ）

H26
H27
H28
H29
H30

点検年度

H26
H27
H28
H29
H30

H26
H27
H28
H29
H30
H26
H27
H28
H29  
H30

H26
H27
H28
H29
H30

修繕完了済 修繕着手済

修繕着手率（B/A）、完了率(C/A)

0% 80% 100%20% 40% 60%

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（H30年度末時点)

：H30末時点で次回点検までの修繕実施を考慮した場合に想定されるペース

H26点検実施施設（4年経過）：80％、 H27点検実施施設（3年経過）：60％、H28点検実施施設（2年経過）：40％、H29点検実施施設（1年経過）：20％、H30点検実施施設（0年経過）：0％
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判定区分Ⅲ・Ⅳの緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋における修繕着手・完了率

○ 埼玉県の緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋において、次回点検までに措置を講ずべき跨道橋（判定区分Ⅲ・Ⅳ）のうち修繕に

着手した割合は、国土交通省管理で０％、地方公共団体管理で６％。また修繕が完了した割合は、国土交通省管理で０

％、地方公共団体管理で３％。（修繕未着手は、国土交通省管理で２橋、地方公共団体管理で３１橋）

○ 地方公共団体が管理する緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋について、Ｈ３０末時点の点検結果を踏まえた措置の状況は、想定

しているペース（判定区分Ⅲであれば次回点検の５年以内に修繕を実施）に比べて遅れている。

管理者

修繕未着手

施設数
うち完了（C）

国土交通省 2
0

(0%)
0

(0%)
2

(100%)

高速道路会社 5
5

(100%)
0

(0%)
0

(0%)

地方公共団体 33
2

(6%)
1

(3%)
31

(94%)

都道府県

政令市等

10
0

(0%)
0

(0%)
10

(100%)

市区町村 23
2

(9%)
1

(4%)
21

(91%)

合計 40 7(18%) 1(3%) 33(82%)

修繕が必要な 修繕着手済み

施設数（Ａ） 施設数（Ｂ）

H26
H27
H28
H29
H30

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（H30年度末時点)

：H30末時点で次回点検までの修繕実施を考慮した場合に想定されるペース

H26点検実施施設（4年経過）：80％、 H27点検実施施設（3年経過）：60％、H28点検実施施設（2年経過）：40％、H29点検実施施設（1年経過）：20％、H30点検実施施設（0年経過）：0％

点検年度

H26
H27
H28
H29
H30

H26
H27
H28
H29
H30
H26
H27
H28
H29  
H30

H26
H27
H28
H29
H30

修繕完了済 修繕着手済

修繕着手率（B/A）、完了率(C/A)
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措置の状況（判定区分Ⅲ、Ⅳの跨線橋）

判定区分Ⅲ・Ⅳの跨線橋における修繕着手・完了率

○ 全国の跨線橋において、次回点検までに措置を講ずべき跨線橋（判定区分Ⅲ・Ⅳ）のうち修繕に着手した割合は、国土交

通省管理で５２％、地方公共団体管理で２４％。また修繕が完了した割合は、国土交通省管理で１２％、地方公共団体管

理で８％。（修繕未着手は、国土交通省管理で１７７橋、地方公共団体管理で１，１３６橋）

○ 地方公共団体が管理する緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋について、Ｈ３０末時点の点検結果を踏まえた措置の状況は、想定

しているペース（判定区分Ⅲであれば次回点検の５年以内に修繕を実施）に比べて遅れている。

管理者

修繕未着手

施設数
うち完了（C）

国土交通省 372
195

(52%)
46

(12%)
177

(48%)

高速道路会社 209
65

(31%)
31

(20%)
144

(69%)

地方公共団体 1,486
350

(24%)
119
(8%)

1,136
(76%)

都道府県

政令市等

757
177

(23%)
47

(6%)
580

(77%)

市区町村 729
173

(24%)
72

(10%)
556

(76%)

合計 2,067 610(30%) 196(9%) 1,457(70%)

修繕が必要な 修繕着手済み

施設数（Ａ） 施設数（Ｂ）

H26
H27
H28
H29
H30

点検年度

H26
H27
H28
H29
H30

H26
H27
H28
H29
H30
H26
H27
H28
H29  
H30

H26
H27
H28
H29
H30

修繕完了済 修繕着手済

修繕着手率（B/A）、完了率(C/A)

0% 80% 100%20% 40% 60%

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（H30年度末時点)

：H30末時点で次回点検までの修繕実施を考慮した場合に想定されるペース

H26点検実施施設（4年経過）：80％、 H27点検実施施設（3年経過）：60％、H28点検実施施設（2年経過）：40％、H29点検実施施設（1年経過）：20％、H30点検実施施設（0年経過）：0％

94%

69%

63%

33%

18%

77%

55%

19%

23%

13%

39%

36%

26%

14%

15%

24%

30%

26%

20%

20%

52%

43%

26%

10%

9%

29%

19%

10%

3%

5%

61%

27%

3%

8%

0%

24%

14%

6%

4%

13%

9%

5%

5%

3%

33%

19%

7%

3%

3%

3%

判定区分Ⅲ・Ⅳの跨線橋における修繕着手・完了率

○ 埼玉県の跨線橋において、次回点検までに措置を講ずべき跨線橋（判定区分Ⅲ・Ⅳ）のうち修繕に着手した割合は、国土

交通省管理で４０％、地方公共団体管理で１０％。また修繕が完了した割合は、国土交通省管理で４０％、地方公共団体

管理で３％。（修繕未着手は、国土交通省管理で３橋、地方公共団体管理で２６橋）

○ 地方公共団体が管理する緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋について、Ｈ３０末時点の点検結果を踏まえた措置の状況は、想定

しているペース（判定区分Ⅲであれば次回点検の５年以内に修繕を実施）に比べて遅れている。

管理者

修繕未着手

施設数
うち完了（C）

国土交通省 5
2

(40%)
2

(40%)
3

(60%)

高速道路会社 2
2

(100%)
0

(0%)
0

(0%)

地方公共団体 29
3

(10%)
1

(3%)
26

(90%)

都道府県

政令市等

16
1

(6%)
1

(6%)
15

(94%)

市区町村 13
2

(15%)
0

(0%)
11

(85%)

合計 36 7(19%) 3(8%) 29(81%)

修繕が必要な 修繕着手済み

施設数（Ａ） 施設数（Ｂ）

H26
H27
H28
H29
H30

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（H30年度末時点)

：H30末時点で次回点検までの修繕実施を考慮した場合に想定されるペース

H26点検実施施設（4年経過）：80％、 H27点検実施施設（3年経過）：60％、H28点検実施施設（2年経過）：40％、H29点検実施施設（1年経過）：20％、H30点検実施施設（0年経過）：0％

点検年度

H26
H27
H28
H29
H30

H26
H27
H28
H29
H30
H26
H27
H28
H29  
H30

H26
H27
H28
H29
H30

修繕完了済 修繕着手済

修繕着手率（B/A）、完了率(C/A)

0% 80% 100%20% 40% 60%

50%

29%

50%

0%

50%

50%

100%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%
100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

0%

0%
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措置の状況（判定区分Ⅲ、Ⅳの緊急輸送道路を構成する橋梁）

判定区分Ⅲ・Ⅳの緊急輸送道路を構成する橋梁における修繕着手・完了率

○ 全国の緊急輸送道路を構成する橋梁において、次回点検までに措置を講ずべき橋梁（判定区分Ⅲ・Ⅳ）のうち修繕に着

手した割合は、国土交通省管理で５３％、地方公共団体管理で２８％。また修繕が完了した割合は、国土交通省管理で１

８％、地方公共団体管理で１６％。（修繕未着手は、国土交通省管理で１，３７６橋、地方公共団体管理で５，８１３橋）

○ 地方公共団体が管理する緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋について、Ｈ３０末時点の点検結果を踏まえた措置の状況は、想定

しているペース（判定区分Ⅲであれば次回点検の５年以内に修繕を実施）に比べて遅れている。

管理者

修繕未着手

施設数
うち完了（C）

国土交通省 2,941
1,565
(53%)

530
(18%)

1,376
(47%)

高速道路会社 2,638
845

(32%)
456

(17%)
1,793
(68%)

地方公共団体 8,029
2,216
(28%)

1,246
(16%)

5,813
(72%)

都道府県

政令市等

7,715
2,122
(28%)

1,193
(15%)

5,593
(72%)

市区町村 314
94

(30%)
53

(17%)
220

(70%)

合計 13,608 4,626(34%) 2,232(16%) 8,982(66%)

修繕が必要な 修繕着手済み

施設数（Ａ） 施設数（Ｂ）

H26
H27
H28
H29
H30

点検年度

H26
H27
H28
H29
H30

H26
H27
H28
H29
H30
H26
H27
H28
H29  
H30

H26
H27
H28
H29
H30

修繕完了済 修繕着手済

修繕着手率（B/A）、完了率(C/A)

0% 80% 100%20% 40% 60%

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（H30年度末時点)

：H30末時点で次回点検までの修繕実施を考慮した場合に想定されるペース

H26点検実施施設（4年経過）：80％、 H27点検実施施設（3年経過）：60％、H28点検実施施設（2年経過）：40％、H29点検実施施設（1年経過）：20％、H30点検実施施設（0年経過）：0％

92%

78%

60%

28%

14%

79%

49%

41%

25%

7%

39%

36%

26%

18%

9%

39%

37%

26%

18%

8%

51%

25%

26%

19%

21%

39%

25%

12%

6%

9%

55%

31%

15%

10%

4%

30%

20%

13%

5%

4%

30%

20%

13%

5%

4%

36%

10%

14%

8%

10%

判定区分Ⅲ・Ⅳの緊急輸送道路を構成する橋梁における修繕着手・完了率

○ 埼玉県の緊急輸送道路を構成する橋梁において、次回点検までに措置を講ずべき橋梁（判定区分Ⅲ・Ⅳ）のうち修繕に

着手した割合は、国土交通省管理で３３％、地方公共団体管理で１２％。また修繕が完了した割合は、国土交通省管理で

１３％、地方公共団体管理で１２％。（修繕未着手は、国土交通省管理で１６橋、地方公共団体管理で１７８橋）

○ 地方公共団体が管理する緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋について、Ｈ３０末時点の点検結果を踏まえた措置の状況は、想定

しているペース（判定区分Ⅲであれば次回点検の５年以内に修繕を実施）に比べて遅れている。

管理者

修繕未着手

施設数
うち完了（C）

国土交通省 24
8

(33%)
3

(13%)
16

(67%)

高速道路会社 15
15

(100%)
0

(0%)
0

(0%)

地方公共団体 202
24

(12%)
24

(12%)
178

(88%)

都道府県

政令市等

193
23

(12%)
23

(12%)
170

(88%)

市区町村 9
1

(11%)
1

(11%)
8

(89%)

合計 241 47(20%) 27(11%) 194(80%)

修繕が必要な 修繕着手済み

施設数（Ａ） 施設数（Ｂ）

H26
H27
H28
H29
H30

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（H30年度末時点)

：H30末時点で次回点検までの修繕実施を考慮した場合に想定されるペース

H26点検実施施設（4年経過）：80％、 H27点検実施施設（3年経過）：60％、H28点検実施施設（2年経過）：40％、H29点検実施施設（1年経過）：20％、H30点検実施施設（0年経過）：0％

点検年度

H26
H27
H28
H29
H30

H26
H27
H28
H29
H30
H26
H27
H28
H29  
H30

H26
H27
H28
H29
H30

修繕完了済 修繕着手済

修繕着手率（B/A）、完了率(C/A)

0% 80% 100%20% 40% 60%

13%

43%

13%

43%

25%

25%

50%

50%

60%

80%

0%

100%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

13%

13%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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国土交通省
9%

(462,902m2)

高速道路会社

49%

(2,429,974m2)

道路公社
1%

(35,428m2)

都道府県
20%

(964,795m2)

政令市
2%

(101,776m2)

市町村
19%

(919,830m2)

橋梁
約4.9百万m2

国土交通省
3%

(539橋)

高速道路会社
4%

(758橋)

道路公社
0.1%

(11橋)

都道府県
14%

(2,733橋)

政令市
4%

(761橋)

市町村
76%

(15,164 橋)

橋梁
19,966橋

○ 埼玉県には橋梁が19,963橋あり、このうち、地方公共団体が管理する橋梁は18,669橋と、

9 割以上を占めています。

４．橋梁・トンネルの現状

（１）橋梁の現状

①管理者別の橋梁数、橋面積

○ 道路管理者別橋梁数

埼玉県全国

○ 道路管理者別橋面積

埼玉県全国

地方公共団体管理地方公共団体管理地方公共団体管理地方公共団体管理

18,669橋18,669橋18,669橋18,669橋
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建設年度別の施設数（橋梁）

○ 建設年度別橋梁数

埼玉県

※この他、古い橋梁など記録が確認できない建設年度不明橋梁が９，２４７橋ある。※この他、古い橋梁など記録が確認できない建設年度不明橋梁が９，２４７橋ある。※この他、古い橋梁など記録が確認できない建設年度不明橋梁が９，２４７橋ある。※この他、古い橋梁など記録が確認できない建設年度不明橋梁が９，２４７橋ある。

全国

○ 埼玉県の建設後50年を経過した橋梁の割合は、現在は約19％であるのに対し、10年後には、約43％に急増し

ます。建設後50年を経過し橋長15m未満の橋梁の割合は、10年後に46％となります。

○ この他に、建設年度が不明の道路橋が埼玉県で９，２４７橋あり、これらの大半が市町村管理の橋長15m未満の橋梁

です。

※1915年以前の橋梁数は4橋のため表示は省略※1915年以前の橋梁数は4橋のため表示は省略※1915年以前の橋梁数は4橋のため表示は省略※1915年以前の橋梁数は4橋のため表示は省略

○ 建設後50年を経過した橋梁の割合

19%19%19%19%

43%43%43%43%

2019時点2019時点2019時点2019時点

2029時点2029時点2029時点2029時点

22%22%22%22%

46%46%46%46%

2019時点2019時点2019時点2019時点

2029時点2029時点2029時点2029時点

12%12%12%12%

37%37%37%37%

2019時点2019時点2019時点2019時点

2029時点2029時点2029時点2029時点

埼玉県

全国

○ 建設年度不明橋梁（約23万橋）の内訳

全国

○ 建設年度不明橋梁（9,247橋）の内訳○ 建設年度不明橋梁（9,247橋）の内訳○ 建設年度不明橋梁（9,247橋）の内訳○ 建設年度不明橋梁（9,247橋）の内訳

埼玉県

※この他、古い橋梁など記録が確認できない建設年度不明橋梁が９，２４７橋ある。※この他、古い橋梁など記録が確認できない建設年度不明橋梁が９，２４７橋ある。※この他、古い橋梁など記録が確認できない建設年度不明橋梁が９，２４７橋ある。※この他、古い橋梁など記録が確認できない建設年度不明橋梁が９，２４７橋ある。
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管理者別の橋長分布

○ 管理者別の橋長分布

○ 埼玉県の橋長50m以上の橋梁は国土交通省、高速道路会社に多くなっています。

○ 市区町村は管理する橋梁の87％が橋長15m未満です

81%

53%

29%

68%

87%

13%

23%

26%

20%

11%

3%

12%

7%

6%

2%

3%

11%

37%

6%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全道路管理者

国土交通省

高速道路会社

都道府県・政令市等

市区町村

2m以上15m未満 15m以上50m未満 50m以上100m未満 100m以上

【全国】

【埼玉県】
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国土交通省
0.0%

(0箇所)

高速道路会社

0.3%

(52箇所)

道路公社

0.02%

(3箇所)

都道府県

0.2%

(42箇所)

政令市
0.01%

(1箇所)

市町村
0.1%

(12箇所)

トンネル
110箇所

○ 埼玉県にはトンネルが110箇所あり、このうち、地方公共団体が管理するトンネルは58箇所と、

約 5 割を占めています。

橋梁・トンネルの現状

（１）トンネルの現状

①管理者別の箇所数

○ 道路管理者別

埼玉県全国

地方公共団体管理地方公共団体管理地方公共団体管理地方公共団体管理

58箇所58箇所58箇所58箇所
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0%

0%

17% 83%管理者別

100%
市区町村管理
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建設年度別の施設数（トンネル）

埼玉県

全国

○ 建設後50年を経過したトンネルの割合

埼玉県

全国

全国

埼玉県

○ 建設年度別トンネル数

※※※※この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が約この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が約この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が約この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が約 400 400 400 400 箇所ある。箇所ある。箇所ある。箇所ある。
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※※※※この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が６か所ある。この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が６か所ある。この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が６か所ある。この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が６か所ある。

※※※※この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が約この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が約この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が約この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が約 400 400 400 400 箇所ある。箇所ある。箇所ある。箇所ある。

20%20%20%20%

20%20%20%20%

2019時点2019時点2019時点2019時点

2029時点2029時点2029時点2029時点

※この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が６箇所ある。※この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が６箇所ある。※この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が６箇所ある。※この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が６箇所ある。

10%10%10%10%

13%13%13%13%

2019時点2019時点2019時点2019時点

2029時点2029時点2029時点2029時点

3%3%3%3%

8%8%8%8%

2019時点2019時点2019時点2019時点

2029時点2029時点2029時点2029時点

○ 建設年度不明トンネル（６箇所）の内訳○ 建設年度不明トンネル（６箇所）の内訳○ 建設年度不明トンネル（６箇所）の内訳○ 建設年度不明トンネル（６箇所）の内訳

○ 埼玉県の建設後50年を経過したトンネルの割合は、現在は約10％であるのに対し、10年後には、約13％に増加

します。建設後50年を経過し延長100m未満のトンネルの割合は、現在、10年後とも20％となります。
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    資料３資料３資料３資料３    

    

令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 第２回埼玉県道路メンテナンス会議第２回埼玉県道路メンテナンス会議第２回埼玉県道路メンテナンス会議第２回埼玉県道路メンテナンス会議    

    

    

 

個別施設計画について 

 

 

 

 

 

 

 

個別施設計画の策定・・・・・・・・・・・・・・・・【資料3-1】P.2～11 個別施設計画の策定・・・・・・・・・・・・・・・・【資料3-1】P.2～11 個別施設計画の策定・・・・・・・・・・・・・・・・【資料3-1】P.2～11 個別施設計画の策定・・・・・・・・・・・・・・・・【資料3-1】P.2～11 

                         （参考資料 P.12～15）                          （参考資料 P.12～15）                          （参考資料 P.12～15）                          （参考資料 P.12～15） 
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○急速に老朽化する社会資本の対策を強化するため、点検データ等を生かした、より戦略点検データ等を生かした、より戦略点検データ等を生かした、より戦略点検データ等を生かした、より戦略

的・効率的なメンテナンスを推進的・効率的なメンテナンスを推進的・効率的なメンテナンスを推進的・効率的なメンテナンスを推進するための組織として、「道路メンテナンスセンター」

を設置。※平成３１年度は関東地整、中部地整へ設置

○直轄国道における橋梁等の健全性の診断等を担当するほか、蓄積されたメンテナンスデー蓄積されたメンテナンスデー蓄積されたメンテナンスデー蓄積されたメンテナンスデー

タの管理・分析によるタの管理・分析によるタの管理・分析によるタの管理・分析による劣化予測や修繕計画の最適化、新技術の活用などアセットマネジメアセットマネジメアセットマネジメアセットマネジメ

ントによる道路メンテナンスの高度化を推進。ントによる道路メンテナンスの高度化を推進。ントによる道路メンテナンスの高度化を推進。ントによる道路メンテナンスの高度化を推進。

○また、道路メンテナンスに係る地方公共団体支援道路メンテナンスに係る地方公共団体支援道路メンテナンスに係る地方公共団体支援道路メンテナンスに係る地方公共団体支援として、施設の健全性の診断・修繕の代

行、高度な技術を要する道路構造物保全に関する相談への対応、地方公共団体の職員等を

対象とした研修についても担当。

・直轄管理国道における橋梁等の健全性の診断等

・劣化予測や修繕計画の最適化などアセットマネジメントアセットマネジメントアセットマネジメントアセットマネジメント

の検討・導入の検討・導入の検討・導入の検討・導入（メンテナンスデータの管理・分析等）

・修繕工事の技術的支援（事務所への助言）

・橋梁メンテナンスに関する技術研究開発技術研究開発技術研究開発技術研究開発

・地方公共団体管理施設の直轄診断、修繕代行

・地方公共団体の道路構造物保全に関する相談窓口

・地方公共団体職員等を対象とした研修・講習会

関東道路メンテナンスセンターについて

業務内容業務内容業務内容業務内容

橋梁点検車による点検状況

自治体職員を対象とした現場研修

12
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地方自治体への技術的な支援地方自治体への技術的な支援地方自治体への技術的な支援地方自治体への技術的な支援

■直轄診断

現地での診断、地方自治体との調整窓口

～これまでの関東地整における実績～

Ｈ２６ 大前橋（群馬県吾妻郡嬬恋村）

Ｈ２８ 御鉾橋（群馬県多野郡神流町）

■修繕代行

～これまでの関東地整における実績～

Ｈ２９御鉾橋（群馬県多野郡神流町）

■技術相談

高度な技術を要する案件への相談対応

■研修の講師

地方自治体向けメンテナンスに係わる講習会講師

■道路メンテナンス会議

直轄国道の橋梁等のメンテナンスへの係わり直轄国道の橋梁等のメンテナンスへの係わり直轄国道の橋梁等のメンテナンスへの係わり直轄国道の橋梁等のメンテナンスへの係わり

■橋梁の点検支援・健全性診断 ■橋梁の点検・診断データの一元管理及び分析

診断に係わる会議、点検・診断の効率化検討 ■橋梁の修繕に係わる積算基準、暫定歩掛の検討

■橋梁の修繕工事に係わる支援 ■橋梁の粗雑工事、突発的不具合事象対応の支援

■道路構造物管理実務者研修の講師 ■舗装、トンネルに係わるデータベースの構築

関東道路メンテナンスセンターの業務内容

大前橋（群馬県）における直轄診断(H26)

御鉾橋（群馬県）における直轄診断(H28)

13



関東道路メンテナンスセンターの体制

道路メンテナンスセンター長

保全企画係長

工 務 係 長

専 門 官 総 務 係 長

経 理 係 長

総 務 課 長技 術 課 長

総括構造物維持管理官

保 全 対 策 官保 全 対 策 官

相談受付用メールアドレス

ktr-road-mainte-center@nyb.mlit.go.jp

道路のメンテナンスに係わる相談ごとはお気軽にお問い合わせください！
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アクセス、メールなど

関東道路メンテナンスセンター

〒330-9724 

埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

さいたま新都心合同庁舎2号館7F

TEL 048-600-1417 / FAX 048-600-1418

最寄り駅からのアクセス

・JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線

「さいたま新都心駅」から徒歩約５分

・JR埼京線「北与野駅」から徒歩約７分

関東道路

メンテナンスセンター

さいたま新都心

合同庁舎2号館7F

関東道路メンテナンスセンターからの情報発信として，以下のサービス

を準備中です．

・ホームページ ・Facebook ・Twitter

15
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【機密性２】【機密性２】【機密性２】【機密性２】

直轄診断

の推薦

新技術

の活用

◆産学官連携による支援◆産学官連携による支援◆産学官連携による支援◆産学官連携による支援

（地域支援チームを活用した支援の拡充）（地域支援チームを活用した支援の拡充）（地域支援チームを活用した支援の拡充）（地域支援チームを活用した支援の拡充）

技術相談窓口

（大宮国道事務所）

プロセスの

妥当性確認

点検診断の

アドバイス

埼玉県道路メンテナンス会議の支援の全体像

点

検

診

断

措

置

着実な維持管理

体制の構築

円滑な維持管理

のための支援

更なる効率化・高度化に

向けた取組

技

術

講

習

会

（

橋

梁

点

検

）

合同

点検

橋梁点検の地域一括発注

判定会議の傍聴

NETIS
などの

情報

提供

診断時の

着目点整理

（調書標準化）

相談窓口の拡充

経験豊富な技術者や

有識者等による診断

新技術活用ＷG

診断支援ＷG

補修支援ＷG

初

歩

講

座

の

充

実

既

存

研

修

制

度

の

紹

介

メンテナンス会議事務局

による支援の工夫

補修計画～補修工事の実施に

向けた支援

（自治体ニーズを把握し、支援内容を検討）

診断に必要な情報を

効率的かつ効果的に

取得するための

新技術の試行

将来的な

拡充に向

けた検討

従来からの支援

広

報

活

動

広

報

活

動

跨

線

橋

の

管

理

等

に

関

す

る

支

援

今年度は、UAVを使用した遠隔診断

アドバイス(２／６)の実施を検討しています。

直轄の判定会議の開催方法が現在検討中の

ため、判定会議の傍聴は検討中です。
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【機密性２】【機密性２】【機密性２】【機密性２】

地域支援チーム・ワーキンググループ地域支援チーム・ワーキンググループ地域支援チーム・ワーキンググループ地域支援チーム・ワーキンググループ

埼玉橋梁メンテナンス研究会

• 多様な自治体ニーズに応じたきめ細やかな支援を目指し、H30年度に「地域支援チーム」を設置

• 自治体の要望を踏まえ、H30年度中に新技術活用・診断支援で１回づつのワーキングを実施

• R1年度も新技術活用・診断支援WGを継続し、またニーズが高まっている補修支援WGを本格化

①新技術活用①新技術活用①新技術活用①新技術活用WG

③補修支援③補修支援③補修支援③補修支援WG

新技術の社会実装による橋梁点検の

効率化を目指した議論を実施

（例）ポールカメラなどの近接目視の補完・充実

ドローン、レーザー打音などの高度化技術

今後本格化する補修の課題に対する

支援のあり方について議論を実施

（例）補修に関する多様な悩み、課題

国・県等に期待する支援メニュー

官

学 産

維持管理

の効率化

アイディア

具体化に向けた相談

ホームドクターホームドクターホームドクターホームドクター

的な役割的な役割的な役割的な役割

技術開発や技術提供技術開発や技術提供技術開発や技術提供技術開発や技術提供

適切な道路管理適切な道路管理適切な道路管理適切な道路管理

（自治体として）（自治体として）（自治体として）（自治体として）

県内の先端技術県内の先端技術県内の先端技術県内の先端技術

現場のニーズにマッチする技術開発

地元建設業地元建設業地元建設業地元建設業

新技術を活用した効率的な施工

連携

運営委員会

大宮国道事務所

埼玉県県土整備部

さいたま市建設局土木部

埼玉県道路メンテナンス会議 地域支援チーム埼玉県道路メンテナンス会議 地域支援チーム埼玉県道路メンテナンス会議 地域支援チーム埼玉県道路メンテナンス会議 地域支援チーム

②診断支援②診断支援②診断支援②診断支援WG
自治体職員の診断精度の向上を図る

支援のあり方について議論を実施

（例）高度な技術相談に対する支援体制

事務系職員などに向けた支援メニュー

埼玉大学研究機構

ﾚｼﾞﾘｴﾝﾄ社会研究ｾﾝﾀｰ

埼玉建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ研修協会
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【機密性２】【機密性２】【機密性２】【機密性２】

橋梁の形状把握や

損傷状態の記録に関する工夫

（情報提供）
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【機密性２】【機密性２】【機密性２】【機密性２】

概要概要概要概要

目的目的目的目的

橋梁全体の形状計測と打継目に生じたひびわれの近接撮影

背景背景背景背景

ロボット（UAV）等を活用した橋梁の形状把握に関する可能性

の調査

5



【機密性２】【機密性２】【機密性２】【機密性２】

診断支援WG 遠隔診断アドバイスの深化（第２弾）診断支援WG 遠隔診断アドバイスの深化（第２弾）診断支援WG 遠隔診断アドバイスの深化（第２弾）診断支援WG 遠隔診断アドバイスの深化（第２弾）

運営事務局

実施体制案

昨年度は小規模橋梁（地上点検）をモデルとして試行し、

遠隔診断アドバイスの有効性を確認した

今年度は次の２点に着眼し、効果的、効率的な支援の実

施に向けた更なる検討（仕組みの深化）に取り組む

実施イメージ（モニタールーム）

通信装置

大宮国道

防災対策室

（ﾓﾆﾀｰﾙｰﾑ）

対象橋梁

自治体職員

※現地対応

自治体職員

（事務局）

※説明

有識者

経験豊富な

民間技術者

※診断のアドバイス

課題・改善点の意見

必要機材等の準備

当日の運営

指示・連絡

官

学 産

現場 会議室

ライブ配信

アプリなど

モバイル

Wi-Fi

映像送受信の構成イメージ

スマート

フォン

スマート

フォン

ドローン等

ドローン等

実施に向けた機器構成や、現

場班の体制・手順等の見直し

地上からの近接目視が困難な箇所

への、ドローン等新技術の活用も含

めた有効性の確認

①実施体制の見直し ②高所等足場が必要な場合の工夫

概要

今年度の取り組み

※診断支援・新技術活用合同でのワーキンググループ
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【機密性２】【機密性２】【機密性２】【機密性２】

補修支援ＷG 補修の実施に向けた支援補修支援ＷG 補修の実施に向けた支援補修支援ＷG 補修の実施に向けた支援補修支援ＷG 補修の実施に向けた支援

R2年度までに個別施設計画策定が要請されている

が、橋梁・トンネル・大型構造物のいずれも十分に進

んでおらず、今後検討の本格化が想定される。

他方、既存の計画について、適切な運用がなされて

いない事例が見られ、管理計画の形骸化に悩む自

治体も多い。

一巡目の点検等により、把握した橋梁等構造物の補

修にあたり、その計画や具体的な補修についての理

解促進が重要である。

「補修に関する勉強会」(仮称)の実施

背景・目的

勉強会(仮称)の概要

構成メンバー （協力依頼）

産

•自治体の悩み・課題・ニーズ等を踏まえ選定

（例えば…）

県内における橋梁補修工事の実績を有する地元建設業者

個別施設計画策定の経験が豊富な県内建設コンサルタント

会社

官

•点検～補修に至る、行政マネジメント・補修

計画立案における悩み・課題等を有する自

治体 など

•現状、個別施設計画が未策定の自治体

学

•自治体の悩み・課題・ニーズ等を踏まえ選定

（例えば…）

橋梁（道路施設）構造に詳しく、インフラ強靱化の施策等に長

けた有識者

点検～補修に至る、行政マネジメント・補修計画立案

における悩み・課題に関するディスカッション

悩み・課題の例悩み・課題の例悩み・課題の例悩み・課題の例

適切な工法選定が難しい

集約・撤去の進め方

優先順位（重要度）や劣化予測手法の設定方法

予防保全に取り組む余裕がない

計画と実態の乖離（適切な見直しが必要）

図面がない場合手間がかかる

効果のまとめ方（示し方）
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【機密性２】【機密性２】【機密性２】【機密性２】

地域一括発注の取り組み

＜令和元年度地域一括の取組＞

○和光市、嵐山町、神川町の５６橋と埼玉県道路公社の１橋の計５７橋の橋梁点検業務を１契約で一括発注

市町村名 和光市 嵐山町 神川町 道路公社 合計

Ｒ１橋梁数 ５橋 ２１橋 ３０橋 １橋 ５７橋

＜令和２年度地域一括発注スケジュール予定＞

・令和２年 １月～２月 実施機関（埼玉県道路公社）との調整（県土整備政策課⇔埼玉県道路公社）

・令和２年 ２月 実施機関及び間接経費の通知（県土整備政策課⇒一括発注希望市町）

・令和２年 ４月 一括発注希望の最終確認（埼玉県道路公社⇔一括発注希望市町）

・令和２年 ６月 年度協定の締結（埼玉県道路公社⇔一括発注希望市町）

・令和２年 ７月 入札・契約

・令和２年 ９月～ 点検（令和元年度：対象橋梁５７橋）

・令和３年 ２月 点検結果の概要説明（令和元年度：対象自治体３団体）

・令和３年 ３月 成果品納入（委託業者⇒埼玉県道路公社）

・令和３年 ３月 成果品納入（埼玉県道路公社⇒一括発注希望市町）
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老朽化パネル展について老朽化パネル展について老朽化パネル展について老朽化パネル展について

○道路の老朽化の現状や対策について、国民の理解と協働の取り組みを推進することを目的に、道の

駅にて「道路老朽化対策に関するリレーパネル展」を実施

・ 道路構造物等の老朽化の現状や、メンテナンス活動等の「見える化」の充実

・ 道路インフラの実情等について、広く国民や道路利用者と共有

開催場所 パネル展開催期間

道の駅 果樹公園あしがくぼ 食堂 令和2年1月15日（水）

秩父郡横瀬町大字芦ヶ久保1915-6 ～令和2年3月27日（金）

道の駅 はなぞの 休憩施設 令和2年1月15日（水）

深谷市小前田458-1 ～令和2年1月29日（水）

道の駅 めぬま 地域振興施設　めぬぱる 令和2年1月29日（水）

熊谷市弥藤吾720番地 ～令和2年2月12日（水）

道の駅 はにゅう 防災ステーション内 令和2年2月12日（水）

羽生市上新郷7066 ～令和2年2月26日（水）

1

2

3

4

展示イメージ

道の駅 果樹公園あしがくぼ 食堂 道の駅 はなぞの 休憩施設

道の駅 めぬま 地域振興施設

めぬぱる

道の駅 はにゅう

防災ステーション内

壁面吊り下げ形式展示例タワー形式展示例 タワー形式展示例 パーティション形式展示例
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